
 

 

 

 

 

入 札 要 項 書 

 

工事名称：（仮称）にじいろ保育園旭 建築工事 

 

入札実施日 ： ２０２４年３月２７日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主：ライクキッズ株式会社 

        

 

設計・工事監理：株式会社藤川原設計 

              一級建築士  大鹿 智哉    



 

入 札 要 項 
 

 

 

１．工事名称  （仮称）にじいろ保育園旭 建築工事 

２．工事場所   愛知県知多市旭三丁目 102 番の 2,103 番,104 番,105 番（住居表示未定） 

３．工事概要   認可保育所新設に伴う建築工事（木造 2階建て）  

建築面積   537.26㎡ （延床面積 1004.42㎡） 

 

４．事業主    

   住 所  東京都渋谷区道玄坂一丁目 12番 1号 渋谷マークシティウェスト 17階 

   氏 名  ライクキッズ株式会社  代表取締役 岡本 拓岳 

   電 話  ０３-６４３１-９７６９ 

 

５．設計・工事監理 

   社 名  株式会社藤川原設計 

   住 所  愛知県名古屋市千種区清住町 1丁目 71-1 1階 

   担当者  一級建築士 大鹿 智哉 

   電 話  ０５２-７８８-２０２１ 

 

６．工  期    

   着 工    ２０２４年   ６月  １日（予定） 

   完 成    ２０２５年   ２月 ２８日  

 

７．予定価格 

￥407,000,000（消費税及び地方消費税相当額を除いた額） 

 

８．最低制限価格 

設けないこととする。 

 

９．意向表明期間、必要書類、図面等の交付 

   意向表明期間：２０２４年３月１日(金)～ ２０２４年３月１０日(日)  

交付書類：入札書、誓約書、辞退届、入札図面 

交 付 日：２０２４年 ３月１日より参加申込者へ随時発送 

交付方法：参加者へ郵送とする。（ＣＤ－Ｒ） 

 

 

１０．工事範囲  

本要項書、質疑応答書、工事設計図及び特記仕様書に示す範囲とする。 

 

 

 

 

 



 

１１．質疑方法と期間 

    日 時  ２０２４年３月１５日(金)午後１７時まで 

    方 法  株式会社藤川原設計の担当者へメールにて送付すること。 

①Ａ４版用紙に解答欄を設定した書面によるものとする。 

         ②電話による質疑は一切受け付けません。 

         メールアドレス：fhsekkei@quartz.ocn.ne.jp 

                 

１２．質疑回答日 

    日 時  ２０２４年３月２０日(水)午後１７時以降に入札参加者全員へメール

にて送付します。 

         ※質問数に応じて、早まる可能性がございます。 

 

１３．入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、入札日において、次に掲げる入札参加資格条件を全て

満たす者であること。 

(必須条件) 

１ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

２ 愛知県競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平成１８年４月１日付１７財経

総第１５４３号財務局長決定)に基づく指名停止期間中など、指名から除外する期間中

でない者であること。 

３ 愛知県契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和６２年１月１４日付６１財経庶第９２

２号）第５条に基づく排除措置期間中でないものであること。また、知多市の暴力団

等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていないもの。 

４ 建設業の許可を有すること。 

５ 愛知県の令和５年度・６年度（２０２３・２０２４年度）競争入札参加有資格

者で、市内業者は、総合評定値７００点以上、市外業者は総合評定値１２００

点以上で特定建設業であること。 

６  過去１年間に、愛知県の補助金を受けて整備される福祉施設等の入札に参加し、落

札したのにも関わらず、契約を辞退した経験がある者でないこと。 

７  次の届出義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く）でないこと。 

 ア 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務 

 イ 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務  

ウ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務  

８  地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定のほか、次の各号に該当しない者。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本工事の

入札日前６箇月以内に手形、小切手を不渡りした者。  

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの更生手続開始決定がされていない者。 

ウ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁



 

判所からの再生手続開始決定がされていない者。 

  

（入札参加資格のない者） 

 １ 設計業務受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関係のある建設業者

は、受託設計業者の実施設計に係る工事の入札に参加できない。 

 ２ 「あいち電子調達共同システム」の資格者名簿に登録のない者 

 ３ 同一入札案件において、事業協同組合が参加した場合における当該組合の組合員 

 

１４．入札参加及び辞退の件 

   入札の参加及び辞退に関しては、下記の通り提出をするものとする。 

（１） 入札参加 

入札参加希望者は、下記へメール連絡の上、参加意向を伝えること。 

＜ninka-hoiku@like-kd.co.jp＞ 

（２）問い合わせ先 

東京都渋谷区道玄坂一丁目 12番 1号 渋谷マークシティウェスト 

  ライクキッズ株式会社  営業部 佐々木 宛 

電 話０３－６４３１－９７６９ 

（３）辞退届 

参加表明後、辞退の意向がある場合は、辞退届に記入捺印の上（４）の期限までに 

（２）まで郵送すること。 

 

（４）辞退届提出期限 

２０２４年 ３月２６日（火）（午後６時まで） 必着 

（５）その他 

ア 入札参加資格の積算及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

イ 提出された入札書、誓約書、辞退届等は返却しない。 

 

１５．入札参加資格の喪失 

一般競争入札参加資格確認通知書を受けた者及びその構成員が、次のいずれかに

該当するときは、当該工事にかかる入札に参加することができない。 

（１）入札参加条件に定める資格条件（共同企業体の場合は、特定建設共同企業体の資

格条件又は特定建設共同企業体の構成員の資格条件）を満たさなくなったとき。 

（２）入札参加資格確認申請提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

（３）上記いずれかに該当する場合は、速やかに辞退届を提出するものとする。 

 

 

 



 

１６．入札及び開札等 

（１）入札及び開札の日時及び場所 

ア 日 時 : ２０２４年 ３月２７日（水）１０時（受付開始 午前９時５０分） 

イ 場 所 : ライクキッズ株式会社 東海営業所 

（愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 6-23 第 3 堀内ビル 8 階） 

 

（２）入札書の提出方法 

ア 入札参加者は、上記に示した日時及び場所に誓約書、入札書、委任状等を持参し、

イに関して入札主催者の確認を受けること。 

イ 入札参加者は、誓約書、本人の名刺を提出したうえで、入札を行うこと。 

 

（３）入札書の記載方法 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税

に相当する金額を除いて、入札書に記載すること。 

 

（４）開札の立会い及び入札回数等 

ア 入札者又はその代理者は、開札に立ち会わなければならない。 

イ 入札の回数は 1回とする。 

なお、開札の結果、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないとき

は、同日または別日に再度入札をする。 

 

１７．入札の無効 

（１）１３の２に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札。 

 

１８．落札者の決定 

（１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせ、落札者を決定するものとする。 

 

１９．契  約 

    落札者決定後原則２週間以内。 

※原則設計図書に記載のあるすべての積算 

 

 



 

 

２０．支払い条件 

  １回目 請負金額の５０％ ･･･中間時      （現金） 

    ２回目 請負金額の５０％ ･･･工事完了時    （現金） 

   ※割合、着手金につきましては要相談 

 

２１．諸式典 

    起工式   なし 

    上棟式   なし 

    竣工式   なし 

 

２２．その他 

 

（１）入札説明書及び設計図書を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用して

はならない。 

（２）いかなる場合においても一括下請負契約を禁止する。 

（３）支払金額等に関しては工事進捗実績を基に支払うものとする。但し詳細については入札後

協議するものとする。 

（４）本入札参加に要した見積作成等の費用は、当社側は一切負担しない。 

（５）入札が天災、その他やむを得ない理由により執行できなくなったときは、 

   入札を延期または中止する。 

（６）工期の短縮を理由とした追加金額に関しては、特別な事由（天災、不慮の事故等）がない

限り認めない。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 


